
取締役の法的義務と責任

一般社団法人千葉県経営者協会

開催日時等

日 時 2024年7月16日（火） 13時30分～16時30分

場 所
千葉県経営者会館 研修室 （千葉市中央区千葉港4-3）
※受講生用駐車場はございませんのでご注意ください

内 容

講 師

【講師】
弁護士法人リバーシティ法律事務所
弁護士 和田 はる子 氏
【内容】
・従業員と取締役の責任の違い
・取締役の会社に対する責任（善管注意義務等）
・取締役の第三者に対する責任
・コンプライアンス体制の構築
・取締役として留意すべき事項（労務管理等）

対象者 新任取締役・取締役候補者・総務担当者等

参加費 会員 6,600円 非会員 8,800円（税込）

企業において、取締役は従業員とは異なる重い責任を負っています。また、経営判
断に加え社内のコンプライアンス体制の構築など多岐にわたる分野で、義務を果たす
ことも求められています。
本研修では、取締役の立場や責任について法的な観点から解説するとともに、取締

役として知っておきたい実務上のトラブルやその対処・防止方法について、実例を交
えてご紹介します。

開催行事名 取締役の法的義務と責任

会社・団体名 ＴＥＬ

参加者名 役職

E-Mail

住 所

FAX:043-246-0729 一般社団法人千葉県経営者協会 行

○ホームページhttp://www.chibakeikyo.jp/event.phpより申込み下さい。
本書による場合は、当協会宛ＦＡＸにてお申し込みください。（締切：7月9日)
○問合せ （一社）千葉県経営者協会 長江 TEL：043-246-1158

Mail：nagaet@chibakeikyo.jp


